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第 １75 回奥出雲町農業委員会総会議事録 

 
１．日   時  令和元 年 ９ 月 ２５ 日（ 水 ） 午前 ９ 時～午前 １０ 時 １０分 

 

２．場   所  奥出雲町役場 横田庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 （ ３６名 ） 

１ 番  原 田  勲   ２ 番  安 部 傭 造   ４  番  高 橋 惠 子    ５  番  勝 田 律 江    

６ 番  内 田 吉 彦   ７ 番  藤 原  功   ９ 番  佐 伯 徳 明   １ ０ 番  若 槻 隆 季   

１ １ 番  濱 田 正 敏  １ ２ 番  山 内 博 文   １ ３ 番  宇田川光好   １ ４ 番  勝 部 定 次   

１ ６ 番  森 山 富 夫  １ ７ 番  渡部  光義   １ ８ 番  藤 原 一 利   １ ９ 番  和久利  勝    

２ ０ 番  八 澤 幹 夫   ２ １ 番  若 槻  進   ２ ３ 番  和久利  健   ２ ４ 番  岩 田 康 男   

２ ７ 番  立 石  覚   ２ ８ 番  藤 原   修   ２ ９ 番  金 倉 弘 美    ３ ０ 番  小 池  誠   

３ １ 番  大 坂  茂   ３ ２ 番  福 本 成 美   ３ ３ 番  安 部 仁 司   ３ ４ 番  嵐 谷 和 則   

３ ５ 番  松 原 康 夫   ３ ７ 番  若 槻    保    ３ ８ 番  高 橋 政 伸    ３ ９ 番   田 部 一 夫    

４ ０ 番  中 林   孝     ４ １番  澤 井 浩 二     ４ ２番   𠮷 田 貞 一   ４ ３ 番   内 田 勝 幸 

  

                    

４．事務局又は説明者 

農業委員会  事 務 局 長  吉 川 明 広 

農業振興課 農政グループ 課長補佐   川 西 博 司 

       

５．欠席委員（ ７名 ） 

  ３番 石原敬士  ８番 松原武雄  １５番  藤原純夫  ２２番 植田良二  ２５番 藤原力夫  

 ２６番 石原隆幸  ３６番 岩田孝史 

６．議事日程 

日程第１号  議事録署名委員の指名 

日程第２号  報 告 １  農地の農業用施設転用に関する届け出について 

  報 告 ２  農用地の形状変更に関する届け出について 

             報  告  ３  公共工事の施工に伴う廃土処理に係る届け出について 

             報  告  ４  農地の合意解約に関する届け出について 

 議案第１号   非農地証明交付申請の承認について 

 議案第２号   農地法第３条の規定による許可申請について 

 議案第３号  農地利用集積計画の承認について（利用権設定） 

 そ の 他    
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７．議事 

 

発信者 議事要旨 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

第１７５回奥出雲町農業委員会総会を行います。 

議事に入ります前に、奥出雲町農業委員会会議規則第８条の定めにより、本日の出欠者の報告

をいたします。本日の欠席者は３名。出席者は１８名中１５名です。過半数に達しておりますので本

日の総会は成立いたします。 

次に、奥出雲町農業委員会会議規則第２５条の定めにより議事録署名者の指名を行います。本日

の議事録署名委員は、６番 内田委員、７番 藤原委員にお願いをいたします。 

それでは議事に入ります。上程いたします議題は日程のとおりであります。 

第１号議案から第３号議案まで、順次行います。 

報告第１号 農地の農業用施設転用に関する届け出について を上程いたします。事務局説明し

てください。 

 

 

 

報告第１号、「農地の農業用施設転用に関する届出について」、下記の届出について受理した

ことをここに報告する」令和元年 9月 25日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在、□□□□番、地目は登記簿、現況ともに田、面積 1,973 ㎡のうち 198 ㎡。

届出人氏名 ○○○○、住所、▲▲▲▲番、転用の理由、農業用倉庫、建築は、令和元年 9 月 1

日から令和元年 10月 30日の予定です。 

 

以上です。 

 

 

事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。次、報告第２号 農用地の

形状変更に関する届け出についてを上程いたします。事務局説明してください。 

 

 

報告第２号、「農用地の形状変更に関する届け出について、下記の届出について受理したこと

をここに報告する。令和元年９月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、地目、登記簿 田、現況 田、面積 299 ㎡、届出者氏名、○

○○○、住所 ▲▲▲▲番、形状変更の理由、パイプハウスを建て、水稲育苗をしたい。 

工事計画は、令和元年の秋の稲刈り後。 

 

以上です。 

 

 

事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。次、報告第３号 公共工事

の施工に伴う廃土処理に係る届け出についてを上程いたします。 

 

 

報告第 3 号、「公共工事の施工に伴う廃土処理に係る届出について、下記の届出について受

理したことをここに報告する。令和元年９月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、地目、登記簿 田、現況 田、面積 2,087 ㎡、所有者氏名、

○○○○、住所 ▲▲▲▲番、工事発注者、▽▽▽▽、所在地、■■■■番、請負業者、△△△

△、所在地、●●●●番、着工時期 令和元年９月 17日 完了時期 令和元年 10月 31日、工事

名 □□□□□□□□、廃土量 1,000㎥です。以上です。 
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事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。次、報告第４号 農地の

合意解約に関する届け出について を上程いたします。 

 

 

報告第４号、「農地法第１８条第６項の規定により、下記の届出について受理したことをここに報

告する」令和元年９月２５日提出、奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在、□□□□番外７筆、地目は登記簿、現況ともに田、面積 2,551 ㎡外で計

10,643㎡。賃貸人氏名 ○○○○、住所、▲▲▲▲番、賃借人氏名 △△△△、住所、●●●●

番、解約届出日令和元年９月２日、解約成立日、土地引渡時期はいずれも令和元年 9 月 25 日、

解約の理由、賃貸人が新たに農地中間管理機構を通じ賃借人に貸し付けるため。 

 

 番号２、農地の所在、□□□□番外３筆、地目は登記簿、現況ともに田、面積 1,095 ㎡外で計

4,178 ㎡。賃貸人氏名 ○○○○、住所、▲▲▲▲番、賃借人氏名 △△△△、所在地、●●●

●番、解約届出日令和元年９月２日、解約成立日、土地引渡時期はいずれも令和元年 9 月 25

日、解約の理由、賃貸人が新たに農地中間管理機構を通じ賃借人に貸し付けるため。 

 

 番号３から番号２２までは、いずれも賃借人は、△△△△で、 

解約届出日令和元年９月２日、解約成立日、土地引渡時期はいずれも令和元年 9月 25日、解約

の理由、賃貸人が新たに農地中間管理機構を通じ賃借人に貸し付けるためです。 

 

以下、賃貸人氏名、住所、農地の所在、面積のみ読み上げます。 

 

番号３ 農地の所在、▲▲▲▲番外３筆、地目 登記簿現況ともに田 合計面積 7,069㎡。 

     賃貸人氏名 ○○○○、住所 □□□□番 

番号４ 農地の所在、▲▲▲▲番外１１筆、地目 登記簿現況ともに田 合計面積 15,501㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○ 住所 □□□□番 

番号５ 農地の所在 ▲▲▲▲番外３筆、地目 登記簿現況ともに田 合計面積 6,061㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○ 住所 □□□□番 

番号６ 農地の所在 ▲▲▲▲番外２筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積 4,455㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○ 住所 □□□□番 

番号７ 農地の所在 ▲▲▲▲番外８筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積 １２，１１３㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○ 住所 □□□□番 

番号８ 農地の所在 ▲▲▲▲番１外６筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積 １２１４０㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○ 住所 □□□□番 

番号９ 農地の所在 ▲▲▲▲番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積 １０，０７２㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番号１０農地の所在 ▲▲▲▲番外３筆  地目 登記簿現況ともに田 合計面積 ７，２２６㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番号１１農地の所在 ▲▲▲▲番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積 ２，７８３㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○ 住所 □□□□番 

番号１２農地の所在 ▲▲▲▲番外３筆 地目 登記簿現況ともに田合計面積 ６，５５０㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番号１３農地の所在 ▲▲▲▲番外２筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積 ６，０３１㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番号１４農地の所在 ▲▲▲▲番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積６，５１３㎡ 

     賃貸人氏名○○○○  住所 □□□□番 

番号１５農地の所在 ▲▲▲▲番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積９，９８６㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番  

番号１６農地の所在 ▲▲▲▲番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積３，８７０㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番号１７農地の所在 ▲▲▲▲番外１筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積４，１０２㎡ 
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１０番 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番号１８農地の所在 ▲▲▲▲番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積１０，６８８㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番  

番地１９農地の所在 ▲▲▲▲番外７筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積１０，０１１㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番地２０農地の所在 ▲▲▲▲番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積７，７５４㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

番地２１農地の所在 ▲▲▲▲番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積１０，１１２㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番  

番地２２農地の所在 ▲▲▲▲番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 合計面積７，１８１㎡ 

     賃貸人氏名 ○○○○  住所 □□□□番 

 

以上です。 

 

 

はい。事務局の説明が終わりました。報告事項ですので質疑は行いません。 

次、議案第１号 非農地証明交付申請の承認について を上程いたします。事務局説明してくだ 

さい。 

 

 

議案第１号、「農地法第２条第１項の規定により、下記農地の非農地証明申請があったので意

見を求める。」令和元年９月２５日提出 奥出雲町農業委員会会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番外 1 筆、地目は登記簿、田、現況、原野、面積 1,278 ㎡外で

計 1,460㎡です。権利種別 非農地証明、所有者氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番。非農地の

事由 自然災害により、耕作機能を果たすことができない環境となったため、やむを得ず、昭和６３

年３月頃より耕作を行っておらず、現在原野化している。 

申請地は■■■■地区▽▽▽▽自治会地内の農地です。現地調査につきましては、６月７日

に■■■■地区の４名の農業委員、推進委員の方において実施しました。また、７月２３日には、

非農地現地目合わせ会にて、参加者の方々に現地確認をしていただきました。現地は長年耕作

がされていないため、原野化しており、今後、農地として復元しても継続して利用することができな

いと見込まれます。 

 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局の説明が終わりました。議案第１号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたし 

ます。１０番 若槻委員 

 

 

 番号１について１０番若槻が補足説明させていただきます。先程事務局から説明がありましたよう 

に現地につきましては７月２３日に総会終了後に農業委員、推進委員において非農地の目合わせ 

という事で行ってもらった場所でございます。行ってもらって分かったと思いますが、原野化してい 

る、日当たりが悪いというようなところでございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第１号番号１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって議案第１号番号１について承認することに決しました。 

 

次、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について を上程いたします。 

事務局説明してください。 

 

 

議案第２号、農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 

令和元年９月２５日提出 奥出雲町農業委員会 会長。 

 

番号１、農地の所在 □□□□番、地目は登記簿 現況ともに田、面積は 5,236 ㎡。権利種別、

３条有償移転です。譲渡人氏名 ○○○○、住所 ▲▲▲▲番、経営面積はご覧の通りです。譲

受人氏名 △△△△、住所 ●●●●番、経営面積はご覧の通りです。対価につきましては、総

額 600,000円です。溜池を含みます。 

 

これらの案件につきましては、「周辺地域の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障

が生ずる恐れはなく、譲受人の経営農地は全て耕作されており、機械の保有、農作業の従事状況

等からみて全ての農地について効率的に利用できるもの」と見込まれます。従って、農地法第３条

第２項の不許可要件各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしているものと考えます。ご

審議よろしくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わりました。議案第２号番号１について 担当委員の補足説明をお願いい 

たします。２番 安部委員 

 

 

２番安部が番号１について補足説明させていただきます。□□□□を上がった■■■■地内、

▽▽▽▽から山のほうへ５００ｍくらい行ったところにあります。この土地は△△△△さんの自宅の

近くの田んぼでございます。今までは賃貸で作っておられましたが、この度売買が成立したという

事でございます。以上ご審議お願いいたします。 

 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第２号番号１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第２号番号１について承認することに決しました。 

 

次、議案第３号 農地利用集積計画の承認についてを上程します。事務局説明してください。 

 

 

議案第３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計画

の決定について意見を求める」令和元年９月２５日提出 奥出雲町農業委員会 会長。 

 

 番号１ 農地の所在 □□□□番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 面積６８２㎡他合計１０１３

４㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通りで

す。 利用権の設定を受ける者 △△△△ ●●●●番 経営面積はご覧の通りです。 利用目

的は田 期間は５年１ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２５８７㎡他合計６２

６１㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り
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です。利用権の設定を受ける者 公益財団法人 しまね農業振興公社 松江市黒田町４３２番地１ 

経営面積はご覧の通りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a 当たりの賃借料は 玄米５８

㎏です。 

 

番号２から番号３０までについては、中間管理機構を通して賃貸借するものです。 

一部を除いて、これまで相対で賃貸借していたものを合意解約し、新たに中間管理機構を通じて 

貸借するものです。 

 

以下、利用権の設定を受ける者については省略します。 

 

番号３ 農地の所在 □□□□番外７筆、地目、登記簿現況ともに田、面積２５５１㎡他合計 

１０６４３㎡。内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の

通りです。利用目的は田、期間、７年４ヶ月、10ａあたりの賃借料は、玄米 45kgです。 

 

 番号４ 農地の所在 □□□□番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２８５０㎡他合計８８

７２㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。 利用目的は田 期間は１０年４ヶ月です。１０a当たりの賃借料は１００００円です。 

 

 番号５ 農地の所在 □□□□番外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１７３０㎡他合 

計３３３４㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご 

覧の通りです。利用目的は田 期間は１０年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は１００００円です 

 

 番号６ 農地の所在 □□□□番外６筆 地目 登記簿現況ともに田、畑 面積は１４２３㎡他 

合計１０２０５㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面 

積はご覧の通りです。 利用目的は田 期間は１０年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は１００００円で 

す。 

 

番号７ 農地の所在 □□□□番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２９８１㎡他合計１

３８４３㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の

通りです。利用目的は田 期間は１０年４ヶ月 １０ａ当たりの賃借料は１００００円です。 

 

 番号８ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２２９７㎡他合計 

１１９４５㎡内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧 

の通りです。利用目的は田 期間は１０年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は１００００円です。 

 

 番号９ 農地の所在 □□□□番 地目 登記簿現況ともに田 面積は１８１３㎡ 内容は新規 

です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通りです。 利用目的 

は田 期間は１０年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は１００００円です。 

 

 番号１０ 農地の所在地 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１０９５㎡他 

合計４１７８㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積は 

ご覧の通りです。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は９０００円です。 

 

 番号１１ 農地の所在地 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１４７６番地 

他合計７０６９㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面 

積はご覧の通りです。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米６０㎏です。 

 

 番号１２ 農地の所在 □□□□番外１１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１８５７㎡他 

合計１５５０１㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面 

積はご覧の通りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏で 

す。  

 

 番号１３ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１２０２㎡他合計 
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６０６１㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧 

の通りです。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 賃借料は総額玄米３００㎏です。 

 

 番号１４ 農地の所在 □□□□番外２筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は２０４９㎡他合 

計４４５５㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積 

はご覧の通りです。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号１５ 農地の所在 □□□□番外８筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１７１３㎡他合 

計１２１１３㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧

の通りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は９０００円です。 

 

 番号１６ 農地の所在 □□□□番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は１４７６㎡他合計１

２１４０㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番  経営面積はご覧の

通りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米６０㎏です。 

 

 番号１７ 農地の所在 □□□□番１１外６筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 １６５８㎡他合

計１００７２㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧

の通りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は９０００円です。 

 

 番号１８ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 １６８６㎡他合計７

２２６㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０ａ当たりの賃借料は玄米３０㎏です。 

 

 番号１９ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 １０１０㎡他合計２

７８３㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２０ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１１４３㎡他合計６５

５０㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２１ 農地の所在 □□□□番外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積２０４９㎡他合計３９

４４㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２２ 農地の所在 □□□□番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 面積は８９０㎡他合計６５

１３㎡ 内容は新規です。 利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米５５㎏です。 

 

 番号２３ 農地の所在 □□□□番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 １５７６㎡他合計９

６７８㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は９０００円です。 

 

 番号２４ 農地の所在 □□□□番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 １１１４㎡他合計３

８７０㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２５ 農地の所在 □□□□番外１筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 ２０５３㎡他合計４

１０２㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０aあたりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２６ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積 ６３０２㎡他合計１

０６８８㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通
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３９番 

りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０aあたりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２７ 農地の所在 □□□□番外７筆 地目 登記簿現況ともに田 面積９９４㎡他合計 

１００１１㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の

通りです。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０aあたりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号２８ 農地の所在 □□□□番外６筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１５２９㎡他合計 

７７５４㎡内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。利用目的は田 期間は７年４ヶ月 １０a当たりの賃借料は９０００円です。 

 

 番号２９ 農地の所在 □□□□番外４筆 地目 登記簿現況ともに田 面積１１３７㎡他合計１０

１１２㎡ 内容は新規です 。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通

りです。 利用目的は田 期間は７年４ヶ月  １０aあたりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

 番号３０ 農地の所在 □□□□番外３筆 地目 登記簿現況ともに田 面積２３５４㎡他合計７１

８１㎡ 内容は新規です。利用権を設定する者 ○○○○ ▲▲▲▲番 経営面積はご覧の通り

です。利用目的は田 期間は７年４ヶ月  １０aあたりの賃借料は玄米４５㎏です。 

 

なお、これらの中間管理機構を通じて賃借するもの氏名は、 

番号２、３については、▽▽地区 ●●●● 

番号４から番号９については、△△△△ 

番号１０から番号３０については、▼▼▼▼です。  

 

以上の案件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の条件である「全ての農

用地を効率的に耕作する、農作業に常時従事する事、農用地利用集積計画の内容が基本構想

に適合するものであること。」の要件を満たしているものと考えます。 

以上、ご審議の程宜しくお願い致します。 

 

 

事務局の説明が終わりました。議案第３号番号１について担当委員の補足説明をお願いいたしま

す。２８番 藤原委員 

 

 

番号１につきまして２８番藤原が補足説明させていただきます。○○○○さん、△△△△さんともに

□□□□自治会の方でございます。○○○○さん宅は■■■■のところから町道を１キロ程度行

ったところにございますが、その周辺に農地もございます。現在△△△△さんが作付けされている

ところの続きになる土地でございますので何ら問題はないと思います。ご審議よろしくお願いいたし

ます。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第３号番号１について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号１について承認することに決しました。 

次、議案第３号番号２、番号３について一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

３９番 田部委員 

 

 

２番ですが、■■■■から３００ｍ上がりますと▽▽▽▽がございます。▽▽に入りまた３００ｍ行き
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ますと○○○○さんの家がございます。その前にある田んぼでございます。３つあります。先ほど事

務局から説明がありましたように、農地中間管理機構を利用されているものでございます。３番につ

いてですが、■■■■から●●●●へ向かって１５０ｍいきますと十字路がございましてその右側

に△△自治会館があります。その反対を左に入りまして３００メーター行きますと右手山際に□□□

□がございます。その前にある田んぼでございます。これについても中間管理機構を使ってされる

ものでございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第３号番号２について質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号２について承認することに決しました 

 

次、議案第３号番号３について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号３について承認することに決しました。 

 

次、議案第３号番号４～番号９について一括担当委員の補足説明をお願いいたします。 

４０番中林委員 

 

 

４番から９番まで補足説明させていただきます。４番の○○さん、５番の○○さん、６番の○○さん、

９番の○○さんは■■■■自治会の方でございます。場所でございますが、□□□□が○○さん

宅でございます。その周辺にある田んぼです。それから９番の○○さん宅は、先ほどの○○さん宅

から８０ｍくらい上がったところにお宅があります。田んぼは若干農道を通ってちょっと離れたところ

にあります。家から直線距離にして２００メーターくらいのところにあります。５番の○○さんは＠＠

にお住まいでございます。今までは□□さんが作っておられましたがこの度、しまね農業振興公社

のほうへお願いするというものでございます。自宅は□□□□に５番の○○さんさん宅があります。

その周辺に田んぼがあります。それから□□さんのお宅がそこから３０ｍくらい行ったところにありま

す。田んぼもその周辺にあります。若干２筆ほど離れたところにあります。それから、●●さんと５番

の○○さんさんは■■■■集落の方でございまして□□□□が５番の○○さん宅です。その周辺

に田んぼがあります。それから●●さんは□□□□５番の○○さんのとこに入ったところから□□

□□に●●さん宅でございます。その周辺にある田んぼでございます。この度中間管理機構を通

じてしまね農業振興公社さんにお世話になるというものでございます。耕作は△△△△さんがされ

ます。別に問題はないと思います。よろしくご審議をお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第３号番号４から９まで、しまね農業振興公社へ集積す

る案件でございますので一括質疑に入りたいと思います。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか。 

（はいの声） 

議案第３号番号４から９まで一括承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 
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渡部代理 
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渡部代理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挙手全員 

よって議案第３号番号４～番号９まで一括承認することに決しました。 

 

次、議案第３号番号１０～３０までは□□□□、渡部代理と交代したいと思います。 

 

 

議案第３号番号１０～３０まで□□□□、代わってさせていただきます。 

宜しくお願いいたします。 

 

事務局の説明が終わっておりますので議案第３号番号１０から番号２６まで担当委員の一括補足 

説明をお願いいたします。 

４０番吉田委員 

 

 

説明にありましたように、△△△△さんのほうから合意解約によって農業公社のほうへ利用権の設

定をするものでございます。これまできちんと耕作されておりますし、内容については何ら問題はな

いと思っております。田んぼの所在地としましては■■■■地区が１０番から１４番までそれぞれ点

在しております。１５番から１９番までは□□□□から▲▲▲▲のほうまで点在しております。それ

から２０番から２５番までは▽▽▽▽に点在しておりまして、２６番につきましては今現在は△△△

△の建物の川向うにあります。田んぼ４枚を○○○○さんが所有しておられる田んぼです。よろしく

お願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。 

議案第３号番号１０から番号２６まで一括質疑に入ります。 

質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

承認することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号１０から番号２６について一括承認することに決しました。 

 

次議案第３号番号２７から番号３０について担当委員の補足説明をお願いいたします。 

４３番内田委員 

 

 

担当は今日欠席の藤原委員さんですので代わりに４３番内田が補足説明させていただきます。 

先ほど事務局さんから説明がありました通り、△△△△さんの関係ですが何ら問題ないと思 

いますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

担当委員の補足説明が終わりました。議案第３号番号２７から番号３０について一括質疑に入りま 

す。質疑ございませんか 

（はいの声） 

承認することに異議ございませんか 

（はいの声） 

一括承認することに賛成の委員の挙手を願いいたします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号２７から番号３０について一括承認することに賛成の委員の挙手をお願いい 

たします。 

挙手全員 

よって議案第３号番号２７から番号３０について一括承認することに決しました。 
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。ありがとうございました。 

以上、上程いたしました議題はすべて終了しました。 

 

次にその他について事務局からお願いします。 

 

 

その他につきまして何点かお話させていただきます。 

農業者年金関係のチラシを配布させていただいております。お知り合いの方で該当の方がおられ

れば、事務局へお知らせください。加入条件は、農業従事日数が年間６０日以上、国民年金第１

号被保険者、６０歳未満の方であれば加入できます。町広報今月号に掲載していますので、ご覧く

ださい。 

 

先月８月２１日に実施の農業委員・農地利用最適化推進委員研修大会へご出席いただきましてあ 

りがとうございました。欠席の方には資料が送ってきましたので、配布させていただいておりますの 

でご一読ください。よろしくお願いいたします。 

 

農地パトロールにつきましては、先月からお世話になり、ありがとうございます。資料整理が終わら 

れた地区は、随時事務局まで提出ください。よろしくお願いいたします。 

荒廃農地Ｂ分類と判定された農地（非農地判断）については、調査票にわかるようにしてください。 

非農地判断実施については、町広報今月号に掲載しています。 

 

次に、農業振興課 川西のほうからお話させていただきます。 

 

 

中山間地域等直接支払の件につきまして確認させていただきたいと思います。以前説明させてい 

ただきましたが、中山間地域等直接支払交付金事業の現地調査に伴う確認野帳と出役表の提出 

についてですが、出役表に調査された３日間の印をいただくことになっております。8月と 9月分を 

お渡ししておりますが、もしないという方がおられましたらこの後お渡ししたいと思います。8月、9月 

に分けて下に委任状が付いております。請求日については、８月は３０日、９月も３０日となっており 

ます。委任状の委任日もその日と同じでございます。出勤できる日の最終日となります。出来上が 

りましたら農業振興課のほうまでお持ちいただければと思います。スムーズにお支払いしたいと思 

っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。以上です。 

 

 

ありがとうございました。 

 

以上をもちまして、本日提案いたします議題のすべてを終了いたします。 

次回の農業委員会総会は１０月２４日木曜日、９時から横田庁舎で行いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

それでは散会といたします。お疲れさまでした。 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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